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今後の処分地の地下水浄化対策の進め方（その７） 

 

１．概要 

処分地の地下水浄化対策については、豊島処分地地下水・雨水等対策検討会（以下「地下水

検討会」とする。）において審議・了承を得た「今後の処分地の地下水浄化対策の進め方（その

６）」（水第１２回Ⅱ／６）に従い、順次作業を進めている。 

各区画に設置した観測井の水質モニタリング等において、十分な浄化効果が期待できない地

点や新たな地下水汚染が見つかった際は、地下水の汚染濃度や、小区画での確認ボーリング等

の詳細調査の結果等に応じて、範囲を限定して追加的対策を実施することとしているが、今回、

追加的対策が必要であると考える地点を整理するとともに、現在の進捗状況及び地点別の具体

的な地下水浄化の実施方法を取りまとめた。 

なお、地点別の具体的な地下水浄化の実施方法については、別添のとおり、区画毎の評価・

対応案を取りまとめ、地下水検討会の各委員から意見等を伺いながら検討している。 

 

２．浄化対策を実施する地点 

浄化対策を実施する地点を図１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 浄化対策を実施する地点 

 

３．地点別の追加対策等 

追加的対策が必要であると考えられる地点の地下水浄化の進め方については、次の通りであ

る。また、今後の処分地の地下水浄化対策の進め方について取りまとめた図を更新し、別紙に

示す。 
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（１）区画②㉚における地下水浄化対策の進め方（注水を併用した揚水浄化等を実施中） 

適用可能性試験の結果や先行浄化の状況を踏まえ、排水基準超過が確認された小区画

（10ｍメッシュ）を対象にフェントン試薬の注入による化学処理や、注水を併用した揚水

浄化対策を実施した。（図２） 

これまでの地下水浄化対策の実施によって、「化学処理による浄化対策の状況（区画②⑨

㉚及びＤ測線西側）」（水第１３回Ⅱ／３－１）及び「注水を併用した揚水浄化対策の状況

（小区画㉚-5、㉚-6）」（水第１３回Ⅱ／３－４）のとおり、一部で排水基準に適合してい

ない小区画（小区画②-8、②-9、㉚-2、㉚-6）があるものの、土壌はほぼ土壌溶出量基準

に適合している。一部の小区画で揚水浄化の効果が確認されていることから、引き続き、

小区画㉚-5 及び㉚-6（図２の水色の小区画）での注水を併用した揚水浄化や、小区画②-

4、②-8、②-9、㉚-2、㉚-3（図２の太枠の小区画）での観測井からの揚水浄化等を実施す

ることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 地下水浄化対策を実施する範囲（区画②㉚） 
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（２）Ｄ測線西側における地下水浄化対策の進め方（観測井からの揚水浄化を実施中） 

適用可能性試験の結果や先行浄化の状況を踏まえ、排水基準超過が確認された小区画を

対象にフェントン試薬の注入による化学処理を実施した。（図３） 

これまでの化学処理の実施によって、「化学処理による浄化対策の状況（区画②⑨㉚及び

Ｄ測線西側）」（水第１３回Ⅱ／３－１）のとおり、一部で排水基準に適合していない小区

画（小区画 B+30,2+30、B+40,2+40、C,3）があるものの、土壌は全て土壌溶出量基準に適合

している。一部の小区画で揚水浄化の効果が確認されていることから、引き続き、小区画

B+30,2+30、B+40,2+40、C,3、（図３の太枠の小区画）での観測井からの揚水浄化や、揚水

井による揚水浄化等を実施することとする。 

また、集水井については、1,4-ジオキサン等の浄化効果が確認されているが、化学処理

の実施によって、現状ではＤ測線西側の全ての小区画において 1,4-ジオキサン濃度は排水

基準に適合していることから、継続して休止することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 地下水浄化対策を実施する範囲（Ｄ測線西側） 
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（３）区画⑨における地下水浄化対策の進め方（化学処理を実施中） 

TOC 濃度が高いためフェントン試薬の注入による化学処理では浄化が十分に進行しない可能

性が高い等の理由から、区画⑨及び小区画⑭-6 の沖積層等については土壌の掘削・除去を実

施し、現在は、排水基準値の超過が確認された小区画⑨-1、⑨-2、⑨-4 及び⑨-5 の風化花崗

岩層においてフェントン試薬の注入による化学処理を実施している。 

なお、フェントン試薬の注入は小区画毎に２回の実施を予定しているが、化学処理後の地

下水の汚染濃度等から判断して、必要に応じて追加の化学処理等を検討し実施することとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 地下水浄化対策を実施する範囲（区画⑨） 

 

  



5 

 

（４）区画⑥⑪⑫⑬⑯⑰⑱㉑㉒㉓における地下水浄化対策の進め方 

（ウェルポイントによる揚水浄化対策等を実施中） 

地下水汚染領域の把握のための調査結果で、ベンゼンの汚染がＴＰ０～－３ｍ付近に集

中して存在していること、ベンゼンが水より比重が軽いことを踏まえ、ウェルポイントに

よる揚水浄化対策（以下「ウェルポイント対策」とする。）を実施している。 

これまでに区画⑫⑬⑰⑱㉓において実施し、現在は区画⑪⑬⑱において実施中（区画⑬

⑱は再実施）であり、「ウェルポイントによる揚水浄化の状況（区画⑥⑪⑫⑬⑯⑰⑱㉑㉒

㉓）」（水第１３回Ⅱ／３－３）のとおり、区画⑫⑰㉓は観測井のベンゼン濃度が排水基準

に適合している一方で、区画⑬⑱は、観測井のベンゼン濃度の低減が確認されているもの

の、対策後にベンゼン濃度のリバウンドが確認されていることから、再度ウェルポイント

対策を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 地下水浄化対策を実施する範囲（区画⑥⑪⑫⑬⑯⑰⑱㉑㉒㉓） 

 

今回、ウェルポイント対策のみでは十分な浄化が期待できない可能性のある区画等（区

画⑪⑫⑬⑯⑰⑱）において、小区画での確認ボーリングによる詳細調査を実施した結果、

区画⑬⑱の一部の小区画にウェルポイント対策深度よりも浅い層にベンゼンの汚染が確認

され、小区画⑯-6 付近（ＴＰ０．５ｍ～－６ｍ）及び⑱-4（ＴＰ１ｍ付近）に高濃度のベ

ンゼンが存在する局所的な汚染源（図６、図７、図８）が確認された。 
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図６ ベンゼン溶出量が 0.1mg/L を超過する範囲のイメージ（上側から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ ベンゼン溶出量が 0.1mg/L を超過する範囲のイメージ（下側から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ ベンゼン溶出量が 1.0mg/L を超過する範囲のイメージ（下側から） 

このことから、区画⑬⑱の一部の小区画では、ウェルポイント対策を継続しつつ、ガス

吸引井戸による浄化対策を実施し、小区画⑯-6 付近及び⑱-4 等では、土壌の掘削・除去を

実施することとする。 

また、区画⑥については、揚水井の揚水量が２㎥／日程度と少なく、揚水井よる揚水浄化

だけではベンゼン濃度が低減しない状況にあり、詳細調査を実施したところ、ＴＰ－５ｍ付

近にまでベンゼンの汚染が確認されたことから、表層の土壌をＴＰ１ｍ付近まで掘削・除去

後にウェルポイント対策を実施する。 

浄化対策の具体的な実施方法について、以下に示す。 
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 １）ウェルポイント対策深度よりも浅い層にあるベンゼン汚染の浄化対策 

（ウェルポイント対策及びガス吸引井戸による浄化対策） 

区画⑬⑱の一部の小区画では、詳細調査において、ウェルポイント対策深度よりも浅い

層にベンゼンの汚染が確認されていることから、小区画⑬-1、⑬-2、⑬-4、⑬-5、⑱-1、

⑱-2、⑱-3、⑱-4、⑱-5、⑱-6、⑱-8（図９の水色の小区画）において、ウェルポイント

対策を継続しながら、追加でガス吸引井戸による浄化対策を実施することとする。（小区画

⑬-4 は実施中） 

具体的には、ＴＰ１．５ｍ～－０．５ｍにスクリーン区間を設けた直径 50mm のガス吸引

井戸を小区画あたり約８本設置し、各井戸の吸引量 50L／min 程度でガス吸引を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ ガス吸引井戸による浄化対策を実施する範囲（区画⑬⑱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１０ ガス吸引井戸による浄化対策のイメージ
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 ２）高濃度のベンゼンが存在する局所的な汚染源等の浄化対策（土壌の掘削・除去による浄化対策） 

小区画⑯-6 付近及び⑱-4 等（小区画⑪-1、⑪-4、⑪-7、⑯-3、⑯-6、⑯-9、⑱-4）では、

詳細調査において、浅い層から深い層（ＴＰ０．５ｍ～－６．０ｍ）にかけて高濃度のベン

ゼンの汚染が確認されていることから、土壌の掘削・除去による浄化対策を実施する。一方、

区画⑥でも、ＴＰ－５ｍ付近までベンゼンの汚染が確認されていることから、表層の土壌を

ＴＰ１ｍ付近まで掘削・除去し、その後、ウェルポイント対策を実施する。土壌の掘削・除

去を実施する範囲を図１１に示す。（小区画⑱-4 は実施中） 

具体的には、ＴＰ０ｍ付近までの浅い層については、水中ポンプを設置して釜場の地下水

位を管理しながら、バックホウで対象深度の土壌の掘削・除去を実施し、ＴＰ０ｍよりも深

い層については、オールケーシング工法により対象深度の土壌の掘削・除去を実施する（図

１２）。 

なお、掘削した土壌のうち土壌溶出量試験結果において、「地下水汚染（つぼ拡張区画）の

掘削・運搬マニュアル」に定める基準値を超過している深度の土壌については、積替え施設

又は区画内で保管しながら、ガス吸引等を行い、同基準値に適合していることを確認後、処

分地内で埋戻しなどに有効利用する。 

また、区画⑥でのウェルポイント対策は、ベンゼン汚染が存在している深度（ＴＰ０ｍ～

－５ｍ付近）を対象とし、現在実施中のウェルポイント対策と同様の方法とする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図１１ 土壌の掘削・除去による浄化対策を実施する範囲（区画⑥⑪⑯⑱） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１２ 土壌の掘削・除去による浄化対策のイメージ 
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（５）区画㉒㉓㉕㉗㉘㉙㉜㉝（揚水井による揚水浄化を実施中） 

1,4-ジオキサンによる汚染が区画㉚付近に高濃度で存在し、地下水の流れにより北海岸方

向に広がって存在していることや、1,4-ジオキサンが水溶性の物質であることを踏まえ、揚

水井による揚水浄化を実施している。 

「揚水井による揚水浄化の状況（⑥㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉛㉜㉝㊱㊶）（その２）」（水第１３回

Ⅱ／３－２）のとおり、揚水井による 1,4-ジオキサン等の除去効果が確認されているため、

揚水量、揚水の水質、高度排水処理施設等の排水処理能力と揚水量のバランス等を踏まえ、

効果的な揚水浄化を実施する。 

また、深部の粘土質砂層や風化花崗岩層等が 1,4-ジオキサンを高濃度に含む地下水の移動

経路になっている可能性が高いため、区画㉙において深部のみにスクリーン（有孔管）を設

けた揚水井を設置して、揚水浄化を実施するとともに、必要に応じて追加の揚水井や注水井

の設置等も検討し、実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１３ 地下水浄化対策を実施する範囲（区画㉒㉓㉕㉗㉘㉙㉜㉝） 
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（６）区画⑥㉖㉛における地下水浄化対策の進め方（揚水井による揚水浄化を実施中） 

観測井において排水基準値を超えるベンゼンが存在し、地下水汚染領域の把握のための

調査結果から、ウェルポイント対策エリアと同様、ＴＰ０～－３ｍ付近に汚染が集中して

いることから、対策としては、揚水井やウェルポイント対策が考えられるが、まずは揚水

井を設置して、揚水浄化を実施している。 

「処分地全域での地下水の状況（その４）」（水第１３回Ⅱ／２－１）及び「揚水井による

揚水浄化の状況（⑥㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉛㉜㉝㊱㊶）（その２）」（水第１３回Ⅱ／３－２）のと

おり、区画㉖㉛は排水基準に適合している一方で、区画⑥は排水基準に適合していないため、

区画⑥では、揚水井による揚水浄化を実施しているが、（４）で記載したとおり、今後、表層

の土壌をＴＰ１ｍ付近まで掘削・除去後に、ウェルポイント対策を実施する。なお、土壌の

掘削除去及びウェルポイント対策の実施中は、揚水井による揚水浄化は一時休止することと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１４ 地下水浄化対策を実施する範囲（区画⑥㉖㉛） 
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（７）区画㉔㊱㊶における地下水浄化対策の進め方（揚水井による揚水浄化を実施中） 

令和２年度以降に観測井において排水基準を超える 1,4-ジオキサンが存在しており、

1,4-ジオキサンが水溶性の物質であることを踏まえ、揚水井による揚水浄化を実施してい

る。 

「処分地全域での地下水の状況（その４）」（水第１３回Ⅱ／２－１）及び「揚水井による

揚水浄化の状況（⑥㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉛㉜㉝㊱㊶）（その２）」（水第１３回Ⅱ／３－２）のと

おり、区画㊱では、観測井の 1,4-ジオキサン濃度が排水基準値を超過しているため、引き続

き、水質を確認し、高度排水処理施設等の排水処理能力と揚水量のバランス等を踏まえ、揚

水井による揚水浄化を実施していく。 

一方、区画㉔㊶では、観測井の 1,4-ジオキサン濃度が排水基準値を下回ることがあるため、

周辺区画の濃度状況等を考慮しながら、揚水井の稼働について検討・実施していく。 

なお、区画⑬⑯⑰においても、令和２年度以降に観測井において排水基準を超える 1,4-

ジオキサンが確認されていることから、必要に応じて、揚水井の揚水浄化の設置等を検討

し実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５ 地下水浄化対策を実施する範囲（区画㉔㊱㊶） 

 

（８）その他の区画（⑳㉞㊲㊳㊵㊷）における地下水浄化対策の進め方 

ベンゼンや 1,4-ジオキサンは処分地全体に広く存在しており、（１）～（７）の地点にお

ける対策を実施することにより処分地全体の汚染濃度は低下するものと想定されるが、引

き続き、各区画に設置した観測井の水質モニタリングにおいて、十分な浄化効果が期待で

きない地点が確認された際や、地下水浄化対策中に新たな地下水汚染が見つかった際に

は、汚染物質や汚染濃度に応じて、揚水井による揚水浄化や、対策範囲を限定しフェント

ン試薬の注入による化学処理等の追加対策を実施していく。 
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（９）Ａ３、Ｂ５、Ｆ１ 

岩盤のクラック部分の地下水汚染が原因と考えられるが、適用可能性試験等において浄化

効果を確認していることを踏まえ、順次、化学処理や揚水浄化を実施した。 

Ａ３については、平成 26 年４月から実施している揚水浄化対策により、有機塩素系化合

物等が排水基準値を満足する一方で、引き続き砒素が排水基準値を超過している。このため、

地下水に砒素が溶出しないよう、適用可能性試験で効果が確認された砒素を吸着除去する薬

剤を用いて、再度、化学処理を実施した。薬剤注入後、砒素濃度は環境基準以下で推移して

いるため、モニタリングに移行している。 

Ｂ５については、1,4-ジオキサンが排水基準値を超過しているため、過硫酸ナトリウムを

低流量で継続的に注入する化学処理を実施した。化学処理によって、1,4-ジオキサン濃度は

排水基準以下まで低下したが、その後リバウンドが確認されたため、再度、過硫酸ナトリウ

ムの注入による対策を実施し、経過を観察している。 

Ｆ１については、1,4-ジオキサンが排水基準値を超過していたため、適用可能性試験を実

施して、フェントン試薬の注入による浄化効果を確認している。 

継続して、水質モニタリングを実施するとともに、揚水浄化や化学処理の浄化対策等につ

いて検討するが、岩盤のクラック部分の地下水汚染等が原因と考えられるため、今後の浄化

対策の方向性を別途検討する。 

 

４．今後の予定 

現在、別紙に示す今後の処分地の地下水浄化対策の進め方のとおり地下水浄化対策を実施中

であり、その進捗状況について本検討会で報告し、検討会の指導・助言を得ながら対策を進め

ていく。
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図 今後の処分地の地下水浄化対策の進め方（令和２年８月時点） 

地点 区画⑥⑪⑫⑬⑯⑰⑱㉑㉒㉓

浄化方法
揚水浄化（ウェルポイント等）　ガス吸引井戸による浄化対策
土壌の掘削・除去

浄化対象 ○ベンゼン

浄化対策
の内容

○ウェルポイント等による揚水浄化を実施する。
・高濃度のベンゼン汚染が存在しているTP０～-3ｍの深度を対象
・ウェルポイント等を５ｍ間隔で設置（30ｍメッシュの区画内に計36本）
・注水井戸を10ｍ間隔で設置（30ｍメッシュの区画内に計9本）
・高度排水処理施設の処理水等を注水として活用
・30ｍメッシュ３区画分の揚水浄化を同時に１ヶ月以上実施
・揚水量が１日当たり最大270㎥となるよう揚水及び注水の運転を管理
・30ｍメッシュ１区画当たりの累計揚水量1,700㎥以上
・水質モニタリングにより浄化効果を確認しながら揚水浄化を実施
・浄化対策後の注水を実施しない時期についても水質モニタリングを実施
○ガス吸引井戸を設置してガス吸引により浄化対策を実施する。
○土壌の掘削・除去による浄化対策を実施する。

進捗状況

区画⑪⑬⑱：ウェルポイントによる揚水浄化実施中（R2.2～）
区画⑬⑱の一部の小区画：ガス吸引井戸による浄化対策実施中（R2.7～）

区画⑥、小区画⑯-6付近、⑱-4：土壌の掘削・除去実施中（R2.7～）
区画⑫⑰㉓：ウェルポイントによる揚水浄化実施済（R2.2～7）

地点 Ａ３、Ｂ５、Ｆ１

浄化方法
化学処理
揚水浄化（揚水井）

浄化対象 ○砒素（Ａ３）  ○1,4-ジオキサン（Ｂ５、Ｆ１）

浄化対策
の内容

○Ａ３について、地下水に砒素が溶出しないよう、重金属類を吸着除去する
天然ゼオライトを用いて化学処理を実施し、砒素濃度が環境基準以下で推移
しているため、モニタリングに移行している。
○Ｂ５について、過硫酸の注入による化学処理を実施し、経過を観察してい
る。
○Ｆ１について、適用可能性試験を実施しフェントン試薬の注入による浄化効
果を確認済。

進捗状況 実施中（R1.8～） ※Ａ３、Ｂ５において浄化確認のための薬剤を注入

地点 区画②

浄化方法
化学処理
揚水浄化（観測孔）

浄化対象 ○トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物  ○ベンゼン  ○1,4-ジオキサン

浄化対策
の内容

○フェントン試薬の注入による化学処理を実施する。
・排水基準超過が確認された10ｍメッシュの小区画を対象
・注入井戸を２ｍ間隔で設置
・二重管ダブルパッカー工法を用いた低圧・低流量注入
・薬剤注入バルブを０．３３ｃｍ毎に設置
・地下水汚染領域の深度に対して薬剤を注入
・薬剤注入は２回（必要に応じて追加の薬剤注入を実施）
・10ｍメッシュの区画の中央付近に設置した観測井戸により浄化効果を確認
し、必要に応じて、追加の薬剤注入を実施
○観測井からの揚水浄化を実施する。

進捗状況
小区画②-4、②-5、②-8、②-9：観測井からの揚水浄化実施中（R2.6～）

小区画②-4、②-5、②-8、②-9：追加の化学処理実施済（R2.5～7）
その他：化学処理実施済（R1.11～R2.3）

地点 Ｄ測線西側

浄化方法
化学処理
揚水浄化（観測井等）

浄化対象 ○トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物  ○ベンゼン  ○1,4-ジオキサン

浄化対策
の内容

○フェントン試薬の注入による化学処理を実施する。
・排水基準超過が確認された10ｍメッシュの区画を対象
・注入井戸を２ｍ間隔で設置
・二重管ダブルパッカー工法を用いた低圧・低流量注入
・薬剤注入バルブを０．３３ｃｍ毎に設置
・地下水汚染領域の深度に対して薬剤を注入
・薬剤注入は２回（必要に応じて追加の薬剤注入を実施）
・10ｍメッシュの区画の中央付近に設置した観測井戸により浄化効果を確認し、必要に
応じて、追加の薬剤注入を実施
○観測井からの揚水浄化を実施する。

進捗状況
(B+30,2+30)、(B+40,2+40)、(C,3)：観測井からの揚水浄化実施中（R2.7～）

（B+30,2+20)、(B+30,2+30)、(B+40,2+40)、(C,3)：追加の化学処理実施済（R2.5～7）
その他：化学処理実施済（R1.11～R2.4）

地点 区画㉒㉓㉕㉗㉘㉙㉜㉝

浄化方法 揚水浄化（揚水井）

浄化対象 ○1,4-ジオキサン

浄化対策
の内容

○揚水井による揚水浄化を実施する。
・1,4-ジオキサン等の汚染が存在している地下水汚染領域の深度までを対象
・直径0.15ｍの揚水井を区画㉒㉓㉕㉗㉘㉙㉜㉝の中央付近に計８本設置
・各揚水井の実揚水量について、揚水井設置後に確認
・水質モニタリングにより浄化効果を確認しながら揚水浄化を実施

進捗状況 実施中（R1.10～）

地点 区画⑥㉖㉛

浄化方法 揚水浄化（揚水井）

浄化対象 ○ベンゼン

浄化対策
の内容

○揚水井による揚水浄化を実施する。
・ベンゼンの汚染が存在している地下水汚染領域の深度までを対象
・直径0.15ｍの揚水井を区画⑥㉖㉛の中央付近に計３本設置
・各揚水井の実揚水量について、揚水井設置後に確認
・水質モニタリングにより浄化効果を確認しながら揚水浄化を実施

進捗状況 実施中（R2.3～）

地点 区画㉔㊱㊶

浄化方法 揚水浄化（揚水井）

浄化対象 ○1,4-ジオキサン

浄化対策
の内容

○揚水井による揚水浄化を実施する。
・1,4-ジオキサンの汚染が存在している地下水汚染領域の深度まで
を対象
・直径0.15ｍの揚水井を区画㉔㊱㊶の中央付近に計３本設置
・各揚水井の実揚水量について、揚水井設置後に確認
・水質モニタリングにより浄化効果を確認しながら揚水浄化を実施

進捗状況 実施中（R2.5～）

別紙 

地点 区画⑨（⑭-6）

浄化方法
TOCが高い範囲：土壌の掘削・除去
TOCが低い範囲：化学処理又は土壌の掘削・除去

浄化対象 ○ベンゼン  ○1,4-ジオキサン  ○クロロエチレン

浄化対策
の内容

＜TOCが高い範囲＞
○地下水汚染領域の土壌の掘削・除去による浄化対策を実施する。

＜TOCが低い範囲＞
○フェントン試薬の注入による化学処理又は土壌の掘削・除去による浄化対
策を実施する。
（区画②㉚、Ｄ測線西側と同様）

進捗状況
小区画⑨-1、⑨-2、⑨-4、⑨-5：化学処理実施中（R2.7～）

全ての小区画：土壌の掘削・除去実施済（R2.1～R2.6）

地点 区画㉚

浄化方法
化学処理　　注水を併用した揚水浄化
揚水浄化（周辺の揚水井）

浄化対象 ○1,4-ジオキサン

浄化対策
の内容

○フェントン試薬の注入による化学処理を実施する。
・具体的には区画②と同じ
○注水を併用した揚水浄化対策を実施する。
・地下水の汚染が確認されている深度を対象
・揚水井戸を4m間隔で設置（小区画内で計9本）
・既設の薬剤注入井戸を4m間隔で注水井戸として使用（小区画内で計9本）
・高度排水処理施設の処理水等を注水として活用
・２つの小区画分の揚水浄化を同時に実施
・揚水量が１日当たり最大80㎥/日となるよう揚水及び注水の運転管理
・小区画当たりの累計揚水量は1,200㎥以上
・水質モニタリングにより浄化効果を確認しながら揚水浄化を実施
○観測井からの揚水浄化を実施する。

進捗状況

小区画㉚-5、㉚-6：注水・揚水浄化実施中（R2.6～）
小区画㉚-2、㉚-3：観測井からの揚水浄化実施中（R2.7～）

小区画㉚-2、㉚-3：追加の化学処理実施済（R2.5～7）
その他：化学処理実施済（R1.11～R2.3）
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香川県廃棄物対策課 

令和２年８月 12 日 

 

地点毎の評価・対応案に対する地下水検討会の各委員からの意見等について 

 

 ボーリング結果を踏まえた今後の対応方針案（R2.7.28） 

区画 ボーリング結果状況 対応方針 委員意見等 

⑥ TP-5.0 以浅広範囲に溶出量基準

値以上の Bz が存在 

-７（TP0.7）に溶出量基準値の 10

倍（0.13）を超える Bz が存在 

-８（TP0.65）に溶出量基準値の

10 倍（0.13）を超える Bz が存在 

（-７は、TP1.3 以上に汚染有り） 

浅い層の掘削→ウェルポイント 

全体を TP１.0 付近まで掘削（-７、

-８について TP0.5 又は-1.5 付近ま

で掘削し埋戻し）、その後、ウェルポ

イントによる揚水浄化を実施。 

・⑪の汚染とは、直接のつながりはないと判断されるので個別に対応

が必要と判断される。まずは対応方針案で早急に対策を実施し、そ

の結果を踏まえて次の対応を考える必要がある。 

・ここは独立しているようですから、確実に掘削処理してください。

掘削後の底面付近に水がしみ出していれば、採取分析してくださ

い。 

⑪ TP-7.5 以浅広範囲に溶出量基準

値以上の Bz が存在 

-５は、TP1.3～1.1 に溶出量基準

値の 10 倍（最大 0.21）を超える

Bz が存在 

（-２は、TP1.3 以上に汚染有り） 

ウェルポイント継続+ガス吸引の追加 

現在のウェルポイントによる揚水

浄化を継続。同時に、-５については

同時にガス吸引を実施。 

-１、-４、-７は⑯からまたがる汚染

の掘削を実施 

・⑪の西側と⑯の東側に一つの汚染のかたまりがあると判断される。

これらをまとめて一つの対策地点として考える必要がある。その上

で、地下水面上についてガス吸引を行うこと、地下水面下について

はウェルポイントを継続し、できるだけ早い段階で効果の評価を行

っていく必要がある。 

・深層部のケーシング掘削で完全除去はかなり難しそうなので、掘削

後の評価を丁寧に実施すること。 

・区画 11 と 16 には土壌中に高濃度ベンゼンが存在する可能性が高

い。3 次元の土壌溶出濃度分布を参考にして、広い目に土壌を掘削

してください。土壌を触ると不飽和でも水がしみ出してくるので。

可能であれば採取分析してください。 

別添 
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区画 ボーリング結果状況 対応方針 委員意見等 

⑫ -１、-４、-７、-８、-９に溶出量

基準値以上の Bz 汚染があるが、

-１の TP-4.5～-6.0 にある以外

は、TP0 付近の汚染 

（-５、-６は未調査） 

ウェルポイント継続→モニタリング 

現在のウェルポイントによる揚水

浄化を継続。（一旦様子見。下がりに

くければ-４でガス吸引） 

・⑪との関連で言えば、少なくとも⑫が汚染源となっているとは考え

にくく、ウェルポイントを継続し、できるだけ早い段階で結果の評

価を行い、ガス吸引等の対応を考えることでよいと思われる。 

・地下水のモニタリングは、水位と水質を確実に測定してください。 

⑬ TP-3.3 以浅広範囲に溶出量基準

値以上の Bz が存在 

-１は、TP0.5 に溶出量基準値の

10 倍（1.5）を超える Bz が存在 

-４は、TP0.8、-0.3 に溶出量基準

値の 10 倍（2.7、0.24）を超える

Bz が存在 

（-１、-２は、TP1.3 以上に汚染

有り） 

ウェルポイント継続+ガス吸引の追加 

再度のウェルポイントによる揚水

浄化を実施。-１、-４について同時

にガス吸引を実施 

（先行して -４のガス吸引を実施

中） 

・⑬は部分的に汚染が見られるので、地下水面上についてはガス吸引

での除去を行い、地下水面下についてはウェルポイントでの除去を

行い、できるだけ早い段階で結果の評価を行って次の対応を考えて

いくことでよいと思われる。 

・区画 9 は土壌掘削しているので、区画 9 に汚染地下水が流入しない

よう地下水管理をお願いします。区画 9 の地下水も新たな観測井で

調べてください。 

⑯ -６を中心に高濃度の汚染（Bz、

TCE、1,2-DCE）が存在。 

（-４、-７、-８は未調査） 

掘削→（揚水浄化） 

-６周辺を掘削除去。 

ただし、その後、ウェルポイント等

による揚水浄化が必要となる可能

性がある 

・⑪の西側を含め、汚染のかたまりが見られる。ハロカーボンも含め

た汚染で、掘削除去を行うことでよいと思われる。汚染物質がどの

ような状況で存在するのかを見極め、掘削除去によって汚染物質の

取り残しがないようにする必要がある。特に深い層に汚染が存在す

るので、土壌掘削後に掘削でいたかどうかを確認し、取り残しがあ

るようであれば、存在形態に応じた追加除去対策を実施する必要が

ある。深いところではウェルポイントだけでは除去できないおそれ

がある。 

・深層部のケーシング掘削で完全除去はかなり難しそうなので、掘削

後の評価を丁寧に実施すること。 

・区画 11 と連動していますので、同じように対策をお願いします。 
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区画 ボーリング結果状況 対応方針 委員意見等 

⑰ TP-2.8 以浅広範囲に溶出量基準

値以上の Bz が存在 

（-８は、TP1.3 以上に汚染有り） 

（-１～-７は未調査） 

ウェルポイント継続→モニタリング 

現在のウェルポイントによる揚水

浄化を継続。（一旦、様子見） 

・⑰は高濃度の汚染が見られていないので、ウェルポイントの継続に

よる浄化でよいと思われる。 

⑱ TP-3.0 以浅広範囲に溶出量基準

値以上の Bz が存在 

-３は、TP0.5 に溶出量基準値の

10 倍（0.33）を超える Bz が存在 

-４は、TP1.0 に溶出量基準値の

100 倍（1.3）を超える Bz が存在 

一部で低濃度の Bz、TCE、1,2-

DCE の汚染が存在 

-５については、ガス吸引で浄化

済みの見込み 

ウェルポイント継続+ガス吸引の追加

(-３) 

掘削（-４）→（揚水浄化） 

 

・⑱は部分的に高濃度の汚染が存在するので、深さや存在形態に応じ

て複数の対策を組わせて浄化し、広がりを持つ地下水汚染について

はウェルポイントを継続することでよいと思われる。早い段階で対

策の効果を評価し、必要に応じて追加の対策を検討していく必要が

ある。 

・区画 13 と連動して、対策をお願いします。地下水流れが区画 13 か

ら区画 9 に向かわないように留意してください。区画 9 は汚染土壌

を掘削除去していますので、他の区画からの再汚染が無いように留

意してください。特に区画 23 から区画 13 は、ウエルポイント対策

の中の上流に位置しますので、下流側や東西方向に汚染物質を流出

しないような管理が重要と思います。 

㉑ 全て溶出量基準以下 

（-５のみ調査） 

モニタリングを継続（モニタリング

で排水基準値超過がなければ、浄化

対策を実施しない） 

・モニタリングの継続でよいが、ジオキサン濃度が上昇傾向にあるの

で注意すること。 

㉒ TP-3.0 に溶出量基準値以上の

Bz が存在 

（-５のみ調査） 

モニタリングを継続（モニタリング

で排水基準値超過がなければ、浄化

対策を実施しない） 

・モニタリングの継続でよいが、ジオキサン濃度が上昇傾向にあるの

で注意すること。 

㉓ TP-2.１以浅に溶出量基準値以

上の Bz が存在（-６、-９のみ調

査） 

モニタリングを継続（モニタリング

で排水基準値超過がなければ、浄化

対策を実施しない） 

・モニタリングの継続でよいと思われる。 
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区画 ボーリング結果状況 対応方針 委員意見等 

㉛ -６の TP-3.0 以浅に溶出量基準

値以上の Bz が存在 

モニタリングを継続（モニタリング

で排水基準値超過がなければ、浄化

対策を実施しない） 

・5 月の調査では、ベンゼン濃度が排水基準を超過していたと思うが、

6 月の調査では排水基準を下回ったのか。必要に応じて揚水井戸で

の揚水やウェルポイントの対策を行う必要があるのではないか。 

意 見

等 － － 

・⑯区画の高濃度レベルに似た個所が D 側線西側にも存在しているの

で、出来るだけ早期に高濃度区画の詳細調査の上での浄化施策を確定

する必要があると考える。 
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処分地全域での地下水における排水基準の到達及び達成の確認手法の検討（その２） 

 

１．経緯 

処分地の地下水浄化対策については、「豊島処分地における地下水浄化対策等に関する基本

的事項」（H29.10.9 第２回フォローアップ委員会1）（以下、「基本的事項」という。）等に従い、

産廃特措法による国の支援が受けられる令和４年度までに、地下水の排水基準の達成を完了

する必要がある。 

排水基準の「到達」及び「達成」の確認手法については、基本的事項において「地下水検討

会2が策定し、フォローアップ委員会で承認を得るものとする」とされており、さらに、第７

回フォローアップ委員会において、永田委員長から「処分地全域での地下水における排水基

準の到達の確認手法の確立」や「処分地全域での地下水における排水基準の達成の確認手法

の確立」についての対応の要請があった。 

これを受け、第 10 回及び第 11 回地下水検討会において表１のとおり審議を行い、第８回

フォローアップ委員会に報告したところ、地下水検討会における再審議を求められた。 

このため、第 12回地下水検討会での再審議を経て、今回、処分地全域での地下水における

排水基準の「到達」及び「達成」の確認手法について、以下のとおり考え方を検討するもので

ある。 

 

表１ 排水基準の到達及び達成の確認の検討状況 

地下水検討会 資料番号・資料名 

第 10回（R1.12.22） ○水第１０回Ⅱ／６ 処分地全域での地下水における排水

基準の到達の確認手法の検討 

第 11回（R2.4.6） ○水第１１回Ⅱ／６ 処分地全域での地下水における排水

基準の達成の確認手法の検討 

第 12回（R2.7.4） ○水第１２回Ⅱ／８ 処分地全域での地下水における排水

基準の到達及び達成の確認手法の検討 

第 13回（R2.8.12） ○水第１３回Ⅱ／７ 処分地全域での地下水における排水

基準の到達及び達成の確認手法の検討（その２） 

処分地全域での地下水における排水基準の到達及び達成

の確認マニュアル（案） 

 

  

                                                   
1 豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会 
2 豊島処分地地下水・雨水等対策検討会 

○水第１３回 Ⅱ／７ 

令和２年８月１２日 
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２．地下水汚染の現状 

（1）豊島処分地の地下水汚染の現状 

これまで各浄化対策の実施に伴って、一部の区画においては既に排水基準を満たすなど

地下水の汚染物質の濃度の低下がみられる一方で、地下水の汚染物質の濃度が単調減少せ

ず、増加する事象が起きている。特に、浄化対策により排水基準値以下となったが、一定期

間経過後に再び排水基準値を超過する現象（リバウンド）の発生が課題となっている。 

 

（2）リバウンド発生の主な要因 

地下には、汚染物質が地下水に溶けた形で広範に広がっているものと土壌に吸着して部

分的に高濃度で存在するものの 2つの形で存在している。 

地下水に溶けた汚染物質は①隣接区画からの流入による汚染の原因となり、土壌に吸着

した汚染物質は②土壌からの溶出による汚染の原因となる。（図１） 

このため、地下水浄化においては、地下水中に広がった汚染物質と土壌に残留し、地下

水に溶出している汚染物質の除去・低減が必要となる。 

 

浄化区画 

 

隣接区画 

リバウンドの発生 
 

図１ リバウンド発生の主な要因 

 

豊島処分地において現在までに確認された土壌に汚染物質の残留のある局所的な汚染源

は、表１及び図２に示す 6 カ所であり、地下水浄化対策の進捗に従い、新たな汚染源が見

つかる可能性があるが、それらも合わせて汚染物質を除去・低減する必要がある。このよ

うな局所的な汚染源は区画の一部に止まっている場合もあるが、区画を超えて広がって存

在している場合があり、それらをすべて除去・低減する必要がある。 

なお、これら以外に新たに局所的な汚染源と判断される可能性のある汚染が見出された

場合には、地下水検討会での審議の上、局所的な汚染源に加えることがある。 

表１ 局所的な汚染源の一覧 

番号 局所的な汚染源の位置 主な汚染物質 

HS-Ｄ西 (B+30,2+30),(B+40,2+40)付近 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

HS-② ②-5,②-9付近 ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 

HS-⑨ ⑨-5付近 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 

HS-㉚ ㉚-5,㉚-6付近 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 

HS-⑯ ⑯-6付近 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

HS-⑱ ⑱-4付近 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 

  

②土壌に吸着した汚染

物質の溶出 

①汚染地下水の

流入 
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図２ 局所的な汚染源の位置 

 

３．地下水の排水基準の到達・達成の整理 

（1）基本的事項における排水基準の到達・達成の定義 

排水基準の到達に関しては、基本的事項において、以下のように定義されている。 

排水基準に到達：地下水汚染地点での地下水浄化対策を実施後、地下水検討会が、別に定

める規定に従って、汚染物質の濃度が排水基準値を満たすと認めた場

合をいう。その根拠となった計測結果や計測日等を指すこともある。 

排水基準達成の確認：排水基準に到達後、地下水検討会が、別に定める規定に従って、汚

染物質の濃度が排水基準値を満たしていると確認した場合をいう。そ

の根拠となった最終の計測日等を指すこともある。 

実際の運用に際しては、「到達」では、その時点までのデータをどう評価して判断するの

かを定める必要がある。また、「達成」では到達以降にどのようなデータで確認するのかを

定める必要がある。 

なお、A3、B5、F1 については、高度排水処理施設等の撤去や遮水機能の解除等に直接

的には関係しない地点であることから、マニュアルの対象とはしない。 

 

到 達 

今後、地下水の汚染物質の濃度

が排水基準値を安定的に満たす

と判断する 
 

達 成 

排水基準値を超えること

なく、確実に満たすこと

を確認する 
 

遮水機能の解除 

自然浄化への移行 

図３ 排水基準の到達・達成から遮水機能の解除への流れ 

 

  

HS-Ｄ西 

HS-② 

HS-㉚ 

HS-⑯ 

HS-⑱ 

HS-⑨ 
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４．排水基準の到達に関する事項 

（1）排水基準の到達の承認とその手続き 

排水基準の到達の判断を地下水検討会が実施するため、事前にその手続き等を定めてお

く必要がある。 

排水基準の到達には、地下水の汚染物質の濃度が排水基準値以下であり、広範に地下水

に広がった汚染物質と土壌に残留する汚染物質がそれぞれ除去・低減されたと判断するこ

とが必要である。地下水に広がった汚染物質については、区画ごとの地下水の汚染物質の

濃度が排水基準以下になったと判断する必要がある。また、土壌に残留する汚染物質につ

いては、局所的な汚染源ごとに土壌や地下水などの測定値から汚染物質が除去・低減され

たことを判断することが必要となる。 

地下水汚染地点又は区域において地下水計測点並びに計測項目、計測期間によって得た

計測値等や、浄化対策の効果の確認等に合わせてその方法ごとに得た土壌や地下水の汚染

物質の濃度等を用い、県が、当該地下水汚染地点又は区域の地下水の汚染物質の濃度が排

水基準値を今後安定的に満たすと推定されるに足る資料を付して地下水検討会に申請し、

同検討会がこれを基に地下水が排水基準以下で、地下水の汚染物質の濃度の上昇要因を除

去する対策等が終了し、排水基準を今後安定的に満たすと同検討会が認めた場合に、排水

基準の到達を判断する。なお、到達の時点は、これを認めた直近の計測日とする。 

 

（2）申請時に付す排水基準値を今後安定的に満たすと推定されるに足る資料 

各地下水汚染地点において、今後、安定的に排水基準を満たすと認める以下のような根

拠及び汚染物質濃度の見通しを整理し、県が地下水検討会へ、各地下水汚染地点における

排水基準の到達の承認を申請するものとする。 

①地下水の汚染物質の濃度が排水基準値以下となったことを説明する資料 

当該地下水汚染地点における直近の計測値を含む地下水の濃度推移を整理・分析する。

これを基に今後の汚染物質の濃度を予測し、それが安定的に排水基準を満たすことを示

す。 

・例えば、「対策後の濃度の平均値が十分に排水基準を下回っており、今後もこの状況

が安定的に維持される見通しである」等を示す。 

（ア）地下水汚染地点 

地下水汚染地点は、地下水汚染領域把握のための調査結果等を元に、地下水の汚染物

質の濃度が排水基準値を超過している地点とし、位置を図４及び表２に示す。なお、排水

基準の到達の評価に当たっては、地下水汚染地点の各区画の汚染状況の特性等に基づき、

必要に応じて複数の区画を区域としてまとめることがある。 

これら以外に新たに汚染の可能性がある地点が見出された場合には、フォローアップ

委員会での審議の上、地下水汚染地点に加えることがある。 
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図４ 地下水汚染地点の位置 

（イ）地下水計測点 

地下水汚染地点を適切に評価するためには、代表的な地下水を採取する必要がある。

この代表的な地下水の採取場所は、地下水汚染地点の中心が適当と考える。 

このため、排水基準の到達における地下水計測点は表２に示す地点とし、区域として

まとめる場合は、表２に示す地点のうち地下水検討会が選定する一地点程度をこれに当

てる。また、採水深度は、汚染物質が海域に流出するリスクを適切に評価するために、土

壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第３版）（H31/３）の規

定を準用し、地下水表面から岩着あるいは汚染領域最下点まで設けたスクリーン区間の

中間深度とする。 

 

表２ 地下水汚染地点及び地下水計測点 

地下水汚染地点 地下水計測点3 

Ｄ測線西側 ２地点程度の観測井 

（水質の状況等を踏まえ、地下水検討会が選定する） 

②⑨㉚⑥⑪⑫⑬⑯⑰⑱

⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙

㉛㉜㉝㉞㊱㊲㊳㊵㊶㊷ 

区画中央の観測井 

 

（ウ）計測項目 

計測項目については、原則、これまでに共通して排水基準を超過した汚染物質である、

ベンゼン、1,4-ジオキサン、トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン及びクロロエチ

レン（以下、「５物質」という。）を対象とする。 

（エ）計測期間 

浄化対策の実施から直近の計測までのすべての時点のデータとともに、それ以前のデ

ータを活用する。  

                                                   
3土壌の掘削・除去により観測井を撤去した場合は、再度同じ仕様で観測井を設置する。 
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②地下水の汚染物質の濃度上昇要因の除去に関する資料 

（ア）地下水に広がった汚染物質の除去・低減に関する事項 

①と同様の方法で行った隣接区画の地下水の汚染物質の濃度等の状況を整理する。 

（イ）土壌に残留する汚染物質の除去・低減に関する事項 

浄化対策を実施する上で、効果の確認等、対策の進捗管理において採取された土壌、

地下水等の汚染物質の濃度推移等を整理する。一般的には、土壌については溶出濃度、

地下水については地下水の汚染物質の濃度の測定を行う 

具体的には、以下を参考に調査した結果をとりまとめる。 

（土壌の掘削・除去の場合）計画範囲の土壌の掘削・除去を確認する。掘削後は地下水

の汚染物質の濃度を測定することとし、地下水の採取は掘削底面の湧出水から行い、

計測項目は土壌に高濃度に残留していると判断された汚染物質とし、計測時期は掘

削後速やかに行うこととする。また、埋戻し後も地下水の汚染物質の濃度を測定する

こととし、地下水の採取は掘削範囲が属する区画中央の観測井から行い、計測項目は

土壌に高濃度に残留していると判断された汚染物質とし、計測時期は埋め戻し後に

行うこととする。なお、掘削した汚染土壌については溶出濃度を確認するものとす

る。 

（化学処理の場合）化学処理の実施後等に、一定期間、地下水を測定することとし、地

下水の採取は化学処理の効果の確認用に設置された観測井から行い、計測項目は土

壌に高濃度に残留していると判断された汚染物質、鉛及び砒素とし、計測時期は、原

則、薬剤注入前、薬剤注入の 1 日後及び 1 週間後、最終の薬剤注入後 3 週間後とす

る。また、必要に応じて、処理を行った範囲の中心付近でボーリングを行い土壌の測

定を行い、計測項目は地下水と同じとし、計測時期は最終の薬剤注入後 3 週間後と

する。 

（揚水浄化の場合）揚水処理の実施後等に、地下水を測定することとし、地下水の採取

は観測井から行い、計測項目は土壌に高濃度に残留していると判断された汚染物質

とし、計測期間は、原則、揚水の開始から地下水の濃度が排水基準値以下となるまで

の期間とする。 
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５．排水基準の達成の確認に関する事項 

（1）排水基準の達成の確認とその手続き 

排水基準の達成の確認も地下水検討会が実施するため、事前にその手続き等を定めてお

く必要がある。 

排水基準の達成には、排水基準の到達の判断の後、地下水の汚染物質の濃度が再度継続

的に排水基準を超えることがないことを確認することが必要である。排水基準の到達の判

断において、土壌に残留する汚染物質は除去・低減されたと判断されているので、地下水

に広がった汚染物質の除去・低減を確認するために行った調査を継続することによって得

た計測値等を用い、県が、当該地下水汚染地点又は区域の地下水の汚染物質の濃度が、（3）

に定める条件に基づき、排水基準の到達から直近の計測日まで確実に排水基準値を満たし、

今後も確実に満たすと推定されるに足る資料を付して地下水検討会に申請し、同検討会が

これを確認し、認めた場合とする。また、達成の時点は、これを認めた直近の計測日とす

る。 

以上の地下水検討会による確認がすべての地下水汚染地点において実施されたことをも

って、本件処分地全域での地下水における排水基準の達成の確認とする。 

（2）申請時に付す排水基準値を今後も確実に満たすと推定されるに足る資料 

各地下水汚染地点において、今後、確実に排水基準を満たすと認める以下のような根拠

及び汚染物質濃度の見通しを整理し、県が地下水検討会へ、各地下水汚染地点における排

水基準の達成の確認を申請するものとする。 

①地下水の現状等に関する資料 

当該地下水汚染地点における直近の計測値を含む地下水の５物質の濃度推移を整理・

分析する。これを基に今後の汚染物質の濃度を予測し、それが確実に排水基準を満たす

ことを示す。 

・例えば、「対策後の濃度の平均値が十分に排水基準を下回っており、今後もこの状況

が確実に維持される見通しである」等を示す。 

（ア）地下水汚染地点 

地下水汚染地点は、到達の判断の際と同様とする。なお、排水基準の達成の確認の評価

に当たっては、地下水汚染地点の各区画の汚染状況の特性等に基づき、必要に応じて複

数の区画を区域としてまとめることがある。 

（イ）地下水計測点 

各地下水汚染地点における地下水計測点は到達と同じとし、達成の確認のために改め

て区域としてまとめる場合は、排水基準の到達の時点の地下水の汚染物質の濃度等から

地下水検討会が選定した地点をこれに当てる。 

採水深度は、到達と同様とする。 

（ウ）計測項目 

到達と同様とする。 

なお、県が排水基準の達成を申請する際には、その直近の計測時点にあっては、すべて

の排水基準項目を計測し、添付するものとする。 
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（エ）計測期間 

排水基準の到達から直近の計測までのすべての時点のデータとともに、それ以前のデ

ータを活用する。 

 

②地下水の汚染物質の濃度の上昇要因の除去に関する資料 

（ア）地下水に広がった汚染物質の除去・低減に関する事項 

４．（2）②（ア）と同様の方法で行った隣接区画の地下水の汚染物質の濃度等の状況

を、到達以降のデータを追加して整理する。 

 

③排水基準の到達後に浄化対策を実施した場合には、その経緯・経過及び効果 

当該地下水汚染地点で排水基準の到達後に浄化対策を実施した場合には、その経緯・

経過や効果を示す。 

 

④５物質以外の汚染物質濃度の状況 

直近の測定時点の５物質以外の汚染物質濃度を整理して示す。 

 

（3）排水基準の到達から直近の計測日まで確実に排水基準値を満たしたことを証する条件 

地下水計測点における、排水基準の到達から直近の計測日までのすべての計測値から算

出した平均値が、排水基準を満足していること。 

 

（4）排水基準の到達の取り消しとその後の対応 

 排水基準の到達から達成に至る過程で、地下水検討会が排水基準の達成が困難と判定し

た場合は、直ちに、その汚染地点の排水基準の到達を取り消すものとする。県は、浄化対策

の強化に取り組み、再度、排水基準の到達を目指さなければならない。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

豊島廃棄物等処理施設撤去等事業 

 

処分地全域での地下水における 

排水基準の到達及び達成の確認マニュアル 

（案） 
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１．マニュアルの主旨 

本マニュアルは、「豊島処分地における地下水浄化対策等に関する基本的事項」（H29.10.9 

第 2 回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会）（以下、「基本的事項」という。）に基

づき、処分地の地下水の排水基準の到達及び達成の確認手法について記載するものである。 

なお、豊島廃棄物等処理施設撤去等事業の最終目標である処分地全域での地下水における

環境基準の到達及び達成の確認手法については、豊島処分地地下水・雨水等対策検討会（以

下、「地下水検討会」という。）において、別途、案を策定し、豊島廃棄物等処理事業フォロ

ーアップ委員会（以下、「フォローアップ委員会」という。）で承認を得るものとする。 

 

２．マニュアルの策定経緯 

処分地の地下水浄化対策については、基本的事項に従い、産廃特措法による国の支援が受

けられる令和４年度までに地下水の排水基準までの達成を完了する必要がある。この点に関

し、第７回豊島廃棄物等処理事業フォローアップ委員会（R1.9.15開催）においても委員長

から、「処分地全域における排水基準の到達及び達成の確認手法の確立」について早急な対

応の要請があったところである。 

これらを踏まえ、第 10回から第 13回の地下水検討会おいて表 1の資料のとおり、検討を

重ね、マニュアル案として整理し、第９回フォローアップ委員会（R2.8.28開催予定）に諮

り、承認を得たものである。 

 

表１ 排水基準の到達及び達成の確認の検討状況 

地下水検討会 資料番号・資料名 

第 10回（R1.12.22） ○水第１０回Ⅱ／６ 処分地全域での地下水における排水基

準の到達の確認手法の検討 

第 11回（R2.4.6） ○水第１１回Ⅱ／６ 処分地全域での地下水における排水基

準の達成の確認手法の検討 

第 12回（R2.7.4） ○水第１２回Ⅱ／８ 処分地全域での地下水における排水基

準の到達及び達成の確認手法の検討 

第 13回（R2.8.12） ○水第１３回Ⅱ／７ 処分地全域での地下水における排水基

準の到達及び達成の確認手法の検討（その２） 

処分地全域での地下水における排水基準の到達及び達成の

確認マニュアル（案） 
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３．排水基準の到達の承認に関する事項 

３．１ 基本的事項における排水基準の到達の定義 

排水基準の到達に関しては、基本的事項において、以下のように定義されている。 

「排水基準に到達：地下水汚染地点での地下水浄化対策を実施後、地下水検討会が、別に

定める規定に従って、汚染物質の濃度が排水基準値を満たすと認めた場合をいう。その根拠

となった計測結果や計測日等を指すこともある。」 

ここでは、上記の別に定める規定を記述する。 

なお、A3、B5、F1については、高度排水処理施設等の撤去や遮水機能の解除等1)に直接的

には関係しない地点であることから、本マニュアルの対象とはしない。 

 

３．２ 排水基準の到達の承認とその手続き 

排水基準の到達については、３．３に示す地下水汚染地点において、３．４に掲げる地下

水計測点並びに計測項目、計測期間によって得られた計測値等を用い、県が、当該地下水汚

染地点の地下水の汚染物質の濃度が排水基準を今後安定的に満たすと推定されるに足る、３．

５に示す資料を付して地下水検討会に申請するものとする。この申請は、原則として区画ご

とに行うが(Ｄ側線西側は例外)、地下水検討会の承認のもとで必要に応じ、区域2)としてま

とめて行う場合がある。以下で区画と記す場合には区域も含むものとする。 

当該申請に基づき、地下水が排水基準以下で、地下水の汚染物質の濃度の上昇要因を除去

する対策等が終了し、排水基準を今後安定的に満たすと同検討会が認めた場合に、当該地下

水汚染地点における排水基準の到達が承認されたものとする。また、到達の時点は、これを

認めた直近の計測日とする。 

 

３．３ 地下水汚染地点 

地下水汚染地点の位置を図１に示す。地下水汚染地点は令和元年 8 月 3 日(第８回地下水

検討会)に報告された平成 30 年 1 月から令和元年 6 月に掛けて実施した地下水汚染領域の

把握のための調査の結果において、排水基準を超過していた区画等である。各区画は 30ｍ

メッシュの範囲であり、Ｄ測線西側は２測線以南 60ｍ・C+30以西 50ｍの範囲である。 

上記以外に新たに汚染の可能性がある地点が見出された場合には、フォローアップ委員

会での審議の上、地下水汚染地点に加えることがある。 

                                              
1)「基本的事項」には、以下のように規定されている。『【地下水対策の目標】２．豊島処分地の地下水の水質を

速やかに環境基準以下にすることを目標とするが、最低でも上記の産廃特措法の延長期限までに処分地全域に渡

って、地下水の水質を排水基準に到達させ、その達成を確認したうえで高度排水処理施設等の撤去や遮水機能の

解除、処分地の整地等を完了させる。』 A3、B5、F1地点は、この規定の処分地全域には含めないことを意味す

る。 

2) 排水基準の到達及び達成の確認に当たっては、地下水汚染地点の各区画の汚染状況の特性等に基づき、必要

に応じて複数の区画を区域としてまとめることがある。 
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３．４ 地下水計測点等 

（１） 地下水計測点 

 排水基準の到達における地下水計測点は表２に示す点とし、区域としてまとめる場合は、

表２に示す地点のうち地下水検討会が選定する１点程度をこれに当てる。 

 採水深度は、土壌汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン（改訂第３版 

H31/３）の規定を準用し、設置時の地下水表面から岩着あるいは地下水汚染領域の把握の

ための調査で確認した汚染領域の下端までに設けたスクリーン区間の中間深度とする。 

 

表２ 地下水汚染地点及び地下水計測点 

地下水汚染地点 地下水計測点3) 

Ｄ測線西側 ２地点程度の観測井 

（水質の状況等を踏まえ、地下水検討会が選定する） 

上記以外の地点(②⑨㉚

⑥⑪⑫⑬⑯⑰⑱⑳㉑㉒

㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉛㉜㉝

㉞㊱㊲㊳㊵㊶㊷) 

区画中央の観測井 

 

（２） 計測項目 

 計測項目については、原則、これまでに共通して排水基準を超過した汚染物質である、

ベンゼン、1,4-ジオキサン、トリクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン及びクロロエチ

レン（以下、「５物質」という。）を対象とする。 

 

(３) 計測期間 

 浄化対策の実施から直近の計測までのすべての時点のデータとともに、それ以前のデー

タを活用する。 

 

                                              
3) 土壌の掘削・除去により観測井を撤去した場合は、再度同じ仕様で観測井を設置する。 

図１ 地下水汚染地点の位置 
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３．５ 排水基準の到達の承認申請の内容 

 各地下水汚染地点において、今後、安定的に排水基準を満たすと認める以下のような根

拠及び汚染物質濃度の見通しを整理し、様式（様式１）にて県が地下水検討会へ、各地下水

汚染地点における排水基準の到達の承認を申請するものとする。 

 

〇当該地下水汚染地点における地下水の５物質の濃度の推移の整理と分析・予測 

当該地下水汚染地点における直近の計測値を含む地下水の５物質の濃度推移を整理・

分析する。これを基に今後の汚染物質の濃度を予測し、それが安定的に排水基準を満た

すことを示す。 

・例えば、「対策後の濃度の平均値が十分に排水基準を下回っており、今後もこの状況が

安定的に維持される見通しである」等を示す。 

〇当該地下水汚染地点における浄化対策の実施の経緯・経過とその効果 

当該地下水汚染地点で採ってきた浄化対策の実施の経緯・経過や結果を示すとともに、

その対策が完了し汚染物質の濃度の上昇要因が除去され、今後も効果が持続することを

示す。 

・例えば、当該地下水汚染地点の汚染物質の濃度に影響を与えていた局所的な汚染を含

む土壌が掘削・除去された場合には、その除去が完了したことを証する資料を提出し、

当該地下水汚染地点の汚染物質濃度の上昇要因が除去されたことを示す。 

・例えば、当該地下水汚染地点の汚染物質の濃度に影響を与えていた局所的な汚染を含

む土壌が化学処理された場合には、その処理が完了したことを証する資料を提出し、

当該地下水汚染地点の汚染物質濃度の上昇要因が除去されたことを示す。 

〇隣接区画からの影響によって当該地下水汚染地点の汚染物質濃度が排水基準を超えない

ことを証する資料 

当該地下水汚染地点の隣接区画における地下水の汚染物質の濃度から地下水の流入に

よる当該地下水汚染地点の汚染濃度の上昇要因が除去されていることを示す。 

・例えば、隣接区画における地下水の汚染物質濃度を整理・分析し、それらの区画から

地下水が流入しても当該地下水汚染地点の濃度が排水基準を超えないことを示す。 

・例えば、隣接区画の局所的な汚染を含む土壌が掘削・除去された場合には、その除去

が完了したことを証する資料を提出し、当該地下水汚染地点の汚染物質濃度の上昇要

因が除去されたことを示す。 

・例えば、隣接区画の局所的な汚染を含む土壌が化学処理された場合には、地下水の汚

染物質の濃度等からその処理が完了したことを証する資料を提出し、当該地下水汚染

地点の汚染物質濃度の上昇要因が除去されたことを示す。 
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４．排水基準の達成の確認に関する事項 

４．１ 基本的事項における排水基準の達成の確認の定義 

排水基準の達成の確認に関しては、基本的事項において、以下のように定義されている。 

「排水基準達成の確認：排水基準に到達後、地下水検討会が、別に定める規定に従って、

汚染物質の濃度が排水基準値を満たしていると確認した場合をいう。その根拠となった最終

の計測日等を指すこともある。」 

ここでは、上記の別に定める規定を記述する。 

 

４．２ 排水基準の達成の確認とその手続き 

排水基準の達成の確認とは、４．３に掲げる地下水汚染地点において、４．４に示す地下

水計測点並びに計測項目、計測期間によって得られた計測値等を用い、県が、当該地下水汚

染地点の地下水の汚染物質の濃度が、４．５に示すように排水基準の到達から直近の計測日

まで確実に排水基準を満たし、今後も確実に満たすと推定されるに足る４．６に示す資料を

付して地下水検討会に申請し、同検討会がこれを確認し、認めた場合とする。また、達成の

時点は、これを認めた直近の計測日とする。 

以上の地下水検討会においての確認がすべての地下水汚染地点において実施されたこと

をもって、本件処分地全域での地下水における排水基準の達成の確認とする。 

 

４．３ 地下水汚染地点 

地下水汚染地点は、到達の場合と同様、図１及び表２に示す地点とする。 

 

４．４ 地下水計測点等 

（１） 地下水計測点 

 各地下水汚染地点における地下水計測点は表２に示す点とし、達成の確認のために改め

て区域としてまとめる場合は、表２に示す点のうち、排水基準の到達の時点の地下水の濃

度等から地下水検討会が選定した点をこれに当てる。 

採水深度は、３．４（１）と同様とする。 

 

（２） 計測項目 

 各計測点の計測項目は到達の場合と同様、５物質を対象とする。 

 県が排水基準の達成を申請する際には、その直近の計測時点にあっては、すべての排水

基準項目を計測し、添付するものとする。 

 

(３) 計測期間 

 排水基準の到達から直近の計測までのすべての時点のデータとともに、それ以前のデー

タを活用する。 
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４．５ 排水基準の到達から直近の計測日まで確実に排水基準値を満たしたことを証する条件 

 表記の条件は、以下を満足した場合とする。 

当該地下水汚染地点における排水基準の到達から直近の計測日までのすべての計測値か

ら算出した平均値が、排水基準を満足していること。 

 

４．６ 排水基準の達成の確認の承認申請の内容 

 各地下水汚染地点において、今後、確実に排水基準を満たすと認める以下のような根拠

及び汚染物質濃度の見通しを整理し、様式（様式２）にて県が地下水検討会へ、各地下水汚

染地点における排水基準の達成の確認を申請するものとする。 

 

〇当該地下水汚染地点における地下水の５物質の濃度の推移の整理と分析・予測 

当該地下水汚染地点における直近の計測値を含む地下水の５物質の濃度推移を整理・

分析する。これを基に今後の汚染物質の濃度を予測し、それが確実に排水基準を満たす

ことを示す。 

・例えば、「対策後の濃度の平均値が十分に排水基準を下回っており、今後もこの状況が

確実に維持される見通しである」等を示す。 

 ○排水基準の到達後に浄化対策を実施した場合には、その経緯・経過及び効果 

当該地下水汚染地点で排水基準の到達後に浄化対策を実施した場合には、その経緯・

経過や効果を示す。 

〇５物質以外の汚染物質濃度の状況 

直近の測定時点の５物質以外の汚染物質濃度を整理して示す。 

〇隣接区画からの影響によって当該地下水汚染地点の汚染物質濃度が排水基準を超えない

ことを証する資料 

隣接区画における地下水の汚染物質の濃度から地下水の流入による当該地下水汚染地

点の汚染濃度の上昇要因が除去されていることを示す。 

・例えば、隣接区画における地下水の汚染物質濃度を整理・分析し、それらの区画から

地下水が流入しても当該地下水汚染地点の濃度が排水基準を超えないことを示す。 

・例えば、隣接区画で当該地下水汚染地点の排出基準の到達後に浄化対策を実施した場

合には、その経緯・経過や効果等を示す。 

 

４．７ 排水基準の到達の取り消しとその後の対応 

 排水基準の到達から達成に至る過程で、地下水検討会が排水基準の達成が困難と判定した

場合は、直ちに、当該地下水汚染地点の排水基準の到達を取り消すものとする。県は、浄化

対策の強化に取り組み、再度、排水基準の到達を目指さなければならない。 
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令和 年 月 日 

排水基準の到達に関する地下水汚染地点の状況説明 

地下水汚染地点 ・「○○区画あるいは○○区域(△、□、◇区画)」と記載する。 

当該地下汚染地点の

汚染物質濃度の推移

の整理と分析・予測 

・グラフや表等にて当該地下汚染地点の汚染物質濃度の推移を整理・分析す

る。これを基に今後の汚染物質濃度を予測し、それが安定的に排水基準を

満たすことを示す。 

・例えば、「対策後の濃度の平均値が十分に排水基準を下回っており、今後

もこの状況が安定的に維持される見通しである」等を示す。 

 

浄化対策の実施の経

緯・経過とその効果 

・当該地下水汚染地点で採ってきた浄化対策の内容や実施の経緯・経過を整

理して示す。さらにその対策が完了したことを証する資料を提出し、今後

もその効果が持続する見通しであることを示す。 

・例えば、当該地下水汚染地点の汚染物質の濃度に影響を与えていた局所的

な汚染を含む土壌が掘削・除去された場合には、その除去が完了したこと

を証する資料を提出し、当該地下水汚染地点の汚染物質濃度の上昇要因が

除去されたことを示す。 

・例えば、当該地下水汚染地点の汚染物質の濃度に影響を与えていた局所的

な汚染を含む土壌が化学処理された場合には、その処理が完了したことを

証する資料を提出し、当該地下水汚染地点の汚染物質濃度の上昇要因が除

去されたことを示す。 

 

隣接区画の地下水の

汚染物質の濃度の状

況 

・隣接区画の地下水浄化対策の状況及びその結果や水質の推移から、隣接区

画からの汚染地下水の流入のおそれについて整理する。 

・例えば、隣接区画における地下水の汚染物質濃度を整理・分析し、それら

の区画から地下水が流入しても当該地下水汚染地点の濃度が排水基準を

超えないことを示す。 

・例えば、隣接区画の局所的な汚染を含む土壌が掘削・除去された場合には、

その除去が完了したことを証する資料を提出し、当該地下水汚染地点の汚

染物質濃度の上昇要因が除去されたことを示す。 

・例えば、隣接区画の局所的な汚染を含む土壌が化学処理された場合には、

地下水の汚染物質の濃度等からその処理が完了したことを証する資料を

提出し、当該地下水汚染地点の汚染物質濃度の上昇要因が除去されたこと

を示す。 

 

今後の汚染物質濃度

の見通し 

・「以上より当該地下水汚染地点では今後も排水基準を安定的に満たすと想

定されること」を記載する。 

 

注）上記に定める例示は、フォローアップ委員会及び検討会にて別に整備し追加することがある。  

様式１ 
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令和 年 月 日 

排水基準の達成の確認に関する地下水汚染地点の状況説明 

地下水汚染地点 「○○区画あるいは○○区域(△、□、◇区画)」と記載する。 

当該地下水汚染地

点の汚染物質濃度

の推移の整理と分

析・予測 

・当該地下水汚染地点における直近の計測値を含む地下水の５物質の濃度推

移を整理・分析する。これを基に今後の汚染物質の濃度を予測し、それが確

実に排水基準を満たすことを示す。 

・例えば、「対策後の濃度の平均値が十分に排水基準を下回っており、今後も

この状況が確実に維持される見通しである」等を示す。 

 

当該地下水汚染地

点において排水基

準の到達後に浄化

対策を採った場合、

その経緯・経過及び

効果 

・当該地下水汚染地点で排水基準の到達後に浄化対策を実施した場合には、

その経緯・経過や効果を示す。 

５物質以外の汚染

物質濃度の状況 

・表等にて、直近の測定時点の５物質以外の汚染物質濃度を整理して示す。 

隣接区画の地下水

の汚染物質の濃度

の状況 

・隣接区画の地下水浄化対策の状況及びその結果や水質の推移から、隣接区

画からの汚染地下水の流入のおそれについて整理する。 

・例えば、隣接区画における地下水の汚染物質濃度を整理・分析し、それらの

区画から地下水が流入しても当該地下水汚染地点の濃度が排水基準を超え

ないことを示す。 

 

 

今後の汚染物質濃

度の見通し 

・「以上より当該地下水汚染地点では今後も排水基準を確実に満たすと想定さ

れること」を記載する。 

 

注）上記に定める例示は、フォローアップ委員会及び検討会にて別に整備し追加することがある。 

様式２ 
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地下水浄化対策の進捗状況と課題 

 

１．概要 

地下水モニタリングは、豊島処分地内を３０ｍメッシュの区画に区切った４３区画及びＤ測

線西側の計４４区画に分けて実施している。今回、豊島処分地全体の地下水浄化対策の進捗状

況を把握する方法を検討するとともに、今後の地下水浄化の主な課題と今後の取組みを整理し

た。 

 

２．進捗状況を把握する方法 

２－１ 処分地全体での地下水中の汚染物質量の経時変化 

「揚水井による揚水浄化の状況（区画⑥㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉛㉜㉝㊱㊶）」 （○水第 12 回Ⅱ／

3-3）の参考資料として「処分地全体の地下水中の汚染物質量の推算」を報告した。今回、高

濃度汚染地点（区画②⑨㉚Ｄ測線西側）を含めた処分地全体の地下水中の汚染物質量の推算

し、その汚染物質量の経時変化から進捗状況を検討した。 

 

（１）高濃度汚染地点（区画②⑨㉚Ｄ測線西側）を除く地点 

①区画毎に地層中の地下水量を次式により算出した。 

地下水量（㎥）＝区画の面積（㎡）×沖積層の厚さ（ｍ）×有孔間隙率 30％ 

②区画毎の地下水中の汚染物質濃度はすべて観測井と同じと仮定し、地下水中の汚染物質量

を次式で算出した。 

地下水中の汚染物質量（kg）＝観測井の汚染物質濃度（mg/L）×地下水量（㎥）×10-3 

    

・観測井を設置している２７区画については、観測井の測定結果（「処分地全域での地下水の

状況（その４）」（○水第 13 回Ⅱ／２））を使用し、汚染が確認されていない１３区画につい

ては、この推算から除外した。 

・処分地内に観測井を設置した令和元年５月以降のデータを使用した。 

 

（２）高濃度汚染地点（区画②⑨㉚Ｄ測線西側） 

高濃度汚染地点（区画②⑨㉚Ｄ測線西側）には、高濃度汚染地点を除く地点と異なり、オ

ールスクリーンの観測井がなく、定期的に水質調査を行っていない。しかしながら、高濃度

汚染地点では、化学処理を行っており、化学処理による効果を確認するための観測井を設置

していることから、その水質モニタリング結果を用いて汚染物質量を推算した。推算におい

て、（１）の①と②は同様に使用した。 

・高濃度汚染地点は、区画を１０ｍメッシュの区画に区切って化学処理を実施しているため、

推算はその小区画毎に行った。 

・観測井の汚染物質濃度は、化学処理後の水質モニタリングの結果（「化学処理による浄化対

策の状況（区画②⑨㉚及びＤ測線西側）」（○水第 13 回Ⅱ／３－１））を使用しているが、高

○水 第１３回  Ⅱ／８ 

令和２年８月１２日 
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濃度汚染地点を除く地点のように定期的に測定を実施していないため、調査日がその月の

月末に一番近い調査結果を、その月の値として使用した。また、その月に調査を行ってい

ない場合は、前月の調査結果を使用した。 

・R1.5、R1.7、R1.11 の推計には、汚染物質濃度として深度別調査の最大値を使用した。（区

画⑨は、R2.1～R2.4 までの推計にも深度別調査の最大値を使用した。） 

・小区画のうち浄化対策を行っていない小区画については、この推算から除外した。 

・沖積層の厚さは、（１）と異なり化学処理を実施した際の薬剤注入深度から算出した。 

 

（３）結果 

処分地内全体の地下水中の汚染物質量の経時変化を図１に示す。処分地全体の地下水中の

ベンゼン量は減少傾向、1,4-ジオキサン量も上下変動しつつ減少傾向にあり、処分地全体の

地下水中の汚染物質量が排水基準値となる場合を下回る推算となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 処分地全体の地下水中の汚染物質量の経時変化 

 

※ 赤点線は、処分地全体の地下水中の汚染物質量が排水基準値（ベンゼン 0.1mg/L、

1,4-ジオキサン 0.5mg/L）となる量 

※■：高濃度汚染地点を除く地点 ■：②⑨㉚Ｄ測線西側 

 

ただし、地中の汚染物質は、今回推計した地下水中のもの以外に、局所的な汚染源として

土壌に付着しているもの等があり、これらの溶出に伴い地下水中の汚染物質量が上昇するこ

とがある。 

 

２－２ 排水基準値を超過した区画数の経時変化 

  高濃度汚染地点を除く２７区画は、令和２年１月より毎月実施している地下水調査を基に汚

染物質の濃度が排水基準値を超過した区画数及びその割合から進捗状況を把握する。なお、区

画②、⑨、㉚及びＤ測線西側は、浄化対策中であるため排水基準値を超過した区画として含め

た。 

令和２年７月までの地下水浄化対策の進捗状況を表１及び図２に示す。 

16.2 

80.6 
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３．今後の地下水浄化の主な課題と今後の取組み 

排水基準を超過している区画の対策について、課題と今後の取組みを検討する。また、処分

地全域の地下水の状況を図３～図５、今後の地下水浄化の主な課題と今後の取組みを表２に示

す。 

（１）高濃度汚染地域の区画②⑨㉚（及びその周辺㉕㉙）及びＤ測線西側 

フェントン試薬の注入による化学処理や土壌の掘削・除去しているが、一部高濃度の局

所的な汚染が存在している。区画②㉚Ｄ測線西側で化学処理の結果一部で排水基準に適合

していない小区画があるが、土壌はほぼ土壌溶出量基準に適合しているため、揚水浄化に切り

替えて浄化を進める。なお、⑨の掘削以深の汚染については化学処理を実施する。 

（２）区画⑥⑪⑫⑬⑯⑰⑱㉑㉒㉓ 

ウェルポイントによる揚水浄化を実施したが、一部の区画で排水基準に適合しておらず、⑯

-6 付近、⑱-4 付近に高濃度の局所的な汚染源が存在している。局所的な汚染源等は掘削・除去

するとともに、必要に応じてガス吸引または揚水浄化を実施する。 

（３）区画㊱㊶ 

   区画㊱は、観測井の 1,4-ジオキサン濃度が排水基準値を超過しているため、引き続き、水質

を確認し、高度排水処理施設等の排水処理能力と揚水量のバランス等を踏まえ、揚水井による

揚水浄化を実施する。 

一方、区画㊶は、観測井の 1,4-ジオキサン濃度が排水基準を下回ることがあるため、周辺区

画の濃度状況等を考慮しながら、揚水井の稼働を検討・実施する。 

  

今後とも、地下水の汚染物質濃度を随時計測し、浄化対策の効果を確認、評価し、見通しをたて

ながら、対策を進める。

調査日 
排水基準値を 

超過した区画数 

割合（超過区画 

数／全体区画数） 

R1.5 21／44 48％ 

R1.11 18／44 41％ 

R2.1 15／44 34％ 

R2.2 17／44 39％ 

R2.3 14／44 32％ 

R2.4 15／44 34％ 

R2.5 16／44 36％ 

R2.6 14／44 32％ 

R2.7 13／44 30％ 

表１ 処分地全域での排水基準値を超過した

区画数及びその割合 

図２ 処分地全域での排水基準値を超過した

区画の割合 
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単位：ｍg/L 処分地全体
㊱ ㉛ ㉖ ㉑ ⑯ ⑪ ⑥ ①

凡例

㊲ ㉜ ㉗ ㉒ ⑰ ⑫ ⑦ ②

㊳ ㉝ ㉘ ㉓ ⑱ ⑬ ⑧ ③

㊴ ㉞ ㉙ ㉔ ⑲ ⑭ ⑨ ④

㊵ ㉟ ㉚ ㉕ ⑳ ⑮ ⑩ ⑤

0.089 0.029 0.003 0.24 0.53
㊷ ㊶

0.022 0.029

0.005

0.026

0.47

Ｄ測線西側

環境基準
超過0.031 0.062 0.015 0.010 0.58 0.75

排水基準
超過0.082 0.008 0.015 0.005 0.087

0.015 0.010 0.005
㊸

0.002 0.0010.004
 

図３ 観測井のベンゼンの濃度分布（R2.7） 

単位：ｍg/L 処分地全体

㊱ ㉛ ㉖ ㉑ ⑯ ⑪ ⑥ ①

凡例

㊲ ㉜ ㉗ ㉒ ⑰ ⑫ ⑦ ②

㊳ ㉝ ㉘ ㉓ ⑱ ⑬ ⑧ ③

㊴ ㉞ ㉙ ㉔ ⑲ ⑭ ⑨ ④

㊵ ㉟ ㉚ ㉕ ⑳ ⑮ ⑩ ⑤

0.72 0.26 0.16 0.050 0.91 0.20 0.18
㊷ ㊶

0.018 0.57 排水基準
超過0.28 0.21 0.24 0.033 0.47 0.28

Ｄ測線西側

0.17 1.4 0.012

環境基準
超過0.16 0.29 0.23 0.20 0.30 0.28

㊸

0.015 1.0 <0.005
 

図４ 観測井の 1,4-ジオキサンの濃度分布（R2.7） 

 

図５ 局所的な汚染源の位置
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表２ 今後の地下水浄化の主な課題と今後の取組み 

地点 課題 今後の取組み 

区画② ・化学処理を実施したが、一

部の小区画で排水基準に適

合していない。 

・②-5、②-9 付近に高濃度の

局所的な汚染源が存在して

いる。 

化学処理により地下水の汚染物質濃度が全体

的に低下し、土壌はほぼ土壌溶出量基準に適

合しているため、揚水浄化に切り替える。今

後、地下水の汚染物質濃度を随時計測し、揚

水浄化の効果を確認、評価しつつ、対策を進

める。 

区画⑨ ・ＴＯＣ濃度が高い範囲等を

掘削・除去したが、掘削・

除去以深の汚染に対しては

化学処理を実施している。 

・⑨-5 付近に高濃度の局所的

な汚染源が存在している。 

化学処理後の地下水中の汚染物質濃度を測定

し、化学処理の効果を確認する。また、必要

に応じて、追加の化学処理等を検討する。 

区画㉚（及びその

周辺㉕㉙） 

・化学処理を実施したが、一

部の小区画で排水基準に適

合していない。 

・㉚-5、㉚-6 付近に高濃度の

局所的な汚染源が存在して

いる。 

化学処理により地下水の汚染物質濃度が全体

的に低下し、土壌はほぼ土壌溶出量基準に適

合しているため、揚水浄化（注水を併用した

揚水浄化及び観測井からの揚水浄化）に切り

替える（㉕㉙も揚水浄化）。今後、地下水の汚

染物質濃度を随時計測し、揚水浄化の効果を

確認、評価しつつ、対策を進める。 

Ｄ測線西側 ・集水井による揚水浄化、化

学処理等を実施したが、一

部の小区画で排水基準に適

合していない。 

 

化学処理により地下水の汚染物質濃度が全体

的に低下し、土壌はほぼ土壌溶出量基準に適

合しているため、揚水浄化に切り替える。今

後、地下水の汚染物質濃度を随時計測し、揚

水浄化の効果を確認、評価しつつ、対策を進

める。 

区画⑥⑪⑫⑬⑯⑰

⑱㉑㉒㉓（ウェル

ポイントによる揚

水浄化対策等を実

施中） 

・ウェルポイントによる揚水

浄化を実施したが、一部の

区画で排水基準に適合して

いない。 

・⑯-6 付近、⑱-4 付近に高濃

度の局所的な汚染源が存在

している。 

局所的な汚染源等は掘削・除去するとともに、

必要に応じてガス吸引または揚水浄化を実施

する。今後、地下水の汚染物質濃度を随時計

測し、揚水浄化の効果を確認、評価しつつ、

浄化対策を進める。 

区画㊱㊶ ・1，4‐ジオキサンの濃度が

排水基準値を超過してい

る。 

 

区画㊱は、高度排水処理施設等の排水処理能

力と揚水量のバランス等を踏まえ、揚水井に

よる揚水浄化を実施する。 

一方、区画㊶は、観測井の 1,4-ジオキサン濃

度が排水基準を下回ることがあるため、周辺

区画の濃度状況等を考慮しながら、揚水井の

稼働を検討・実施する。今後、地下水の汚染

物質濃度を随時計測し、揚水浄化の効果を確

認、評価しつつ、浄化対策を進める。 

 


